
 
 
 
 
 
本学院では、独立行政法人日本学生支援機構の奨学金をお申込みできます。 
これは、経済的理由で修学が困難な優れた学生が安心して学べるよう、学資を「貸与」

または「給付」する制度です。 
奨学金には、「貸与型」の奨学金と「給付型」の奨学金があり、希望月額が毎月入金さ

れます。 
最新情報は、日本学生支援機構HPをご覧ください。 https://www. jasso.go.jp/ 

 

 

 

 

 

必要事項を入力し、進学のための資金計画を立てる際のシミュレーションをすることがで

きるWebサイトもあります。  

奨学金について 

 

こちらをクリックし、アンケート

に答えてください。 

https://www.


 
 
  

日本学生支援機構 奨学金に関するＱ＆Ａ 

奨学金の申込みは、学校を通じて申込み（予約採用）ができます。 
高等学校等から申込書を受け取り、期間内に手続きをしてください。 

奨学金制度とは？ 
どんな種類があるの？ 

奨学金を受けたいけど、 
手続きはどうしたらよいでしょう？ 

入学後４月初旬に行われる学院内での奨学金募集説明会に 
参加してください。 

４月入学予定者です。 
奨学金を入学金等に充てる
ことはできますか？ 

残念ながら、できません。 
予約採用の初回振込は入学後の５月、 
在学採用の初回振込は入学後の６月を予定しています。 

奨学金はどのように支給 
されますか？ 

採用決定後、奨学生本人の名義の口座に 
振込まれます。 

連帯保証人と保証人の 
違いは？ 

連帯保証人は奨学生本人と連帯して返還の責任を負う人です。 
原則として父母から選出してください。 
 
保証人は奨学生本人や連帯保証人が返還できなくなった場合、奨学生本人に 
代わって返還する人です。 
原則として 4 親等以内の親族のうちで、本人及び連帯保証人と別生計の人物を
選出してください。 

連帯保証人や保証人を頼める人物が
いない時はどうすればいいですか？ 

連帯保証人や保証人を頼める人物がいない場合は、 
機関保証制度を利用することで奨学金を申し込めます。 



 
連帯保証人や保証人を立てるのではなく一定の保証料を支払うことで、 
自分の意志と責任において奨学金の申し込みができる制度です。 
所得連動返還方式のご利用には、機関保証制度への加入が必要です。 

機関保証制度とは？ 

社会人でも奨学金は利用できますか？ 

社会人は基本的には利用不可です。 
ただし、失業や災害などで家計急変のため修学困難になった方は、 
緊急採用扱いで第1種奨学金(無利子)が受けられる場合もあります。 

学力・家計とも基準内ですが、 
申込みをすれば必ず採用されますか？ 

奨学生の採用は日本学生支援機構が定める採用枠の範囲内で行い 
ますので、基準内なら必ず採用されるとのお約束はできません。 

中退した場合、奨学金は 
どうなりますか。 

奨学金の返済は貸与終了後7ケ月目からはじまります。また、経済的な問題を
抱えて辞めてしまうと、奨学金の返済が大きな負担となってしまいます。 

人的保証と機関保証の違いとポイント
を教えてください。 

◆人的保証制度 
 
連帯保証人(原則として父母またはそれに代わる者)が連帯保証をし、 
さらに保証人(4親等以内の親族)が保証します。 万が一、返済を怠った場合
は、連帯保証人、保証人が弁済します。 
 

【メリット】保証料が不要 

【デメリット】仮に奨学生が自己破産しても、連帯保証人→保証人の順に返済を求められる。 

 
◆機関保証制度 
 
保証機関が連帯保証します。 
万が一、返済を怠った場合は、保証機関が代わって返済しますが、その後、保
証機関から奨学生に返済の請求があります。 
保証料は毎月振り込まれる奨学金から差し引かれます。 
 

【メリット】連帯保証人、保証人が不要。自分の責任だけで申込み可能。 

仮に奨学生が自己破産しても、親や親戚に迷惑をかけることはない。 

【デメリット】毎月の奨学金から保証料が差し引かれるため、奨学金の手取りが少ない。 

▼保証料の月額目安：（借りる月額と年数により変わります） 

第一種：1,300円～3,100円 第二種：1,800円～6,900円 


